様式第１号
　　　　　　　　　障害者雇用促進企業登録申請書　　　　NO.　　　　　　
                                                  　　　令和　　年　　月　　日
  佐賀県知事　　様
                                     所在地
                                     商号又は名称
                                     代表者名                          
                         　            TEL.
                           　          FAX.
　佐賀県の障害者就労施設等からの優先調達に関する要綱第３条第１項第１号の規定に基づき、次のとおり申請します。
  なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
  また、同要綱第５条の規定による名簿の公表については異議ありません。
	佐賀県内の支店等の名称及び所在地　（一つだけ記入してください。）
※県内に本店を置く事業者の方は記入の
　必要はありません。
	名　称
	

	
	所在地
	

	
	連絡先


	TEL.
	

	
	
	FAX.
	

	登録業種（注）
（別紙１の「業種分類表」から一つ選んで記入してください。）
	分類番号
	営業種目

	県
内
本
・
支
店

に
お
け
る

	雇用率算定用労働者総数  ①
　（②＋③×0.5））－（②＋③×0.5）×④÷100
	

	
	
	常用雇用労働者中、1週間の所定労働時間が30時間以上   ②
	

	
	
	常用雇用労働者中、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満　③
	

	
	
	除外率（％）          ④
	

	
	雇用障害者総数          ⑤
（⑥＋⑨＋⑫）

	

	
	
	　常用雇用            ⑥
(⑦×２＋⑧　　　　　　
	

	
	
	
	重度障害者         ⑦
	

	
	
	
	重度以外の障害者   ⑧
	

	
	
	短時間雇用　　　   　⑨
(⑩＋⑪×0.5)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	重度障害者、精神障害者⑩
	
	

	
	
	
	重度以外の障害者  ⑪
	
	

	
	
	特定短時間雇用　   ⑫
(⑬×0.5)

	
	
	重度以外の障害者  ⑦
	


	ｍ
	
	
	重度障害者、精神障害者⑬
	
	
	
	

	障害者雇用率（％）        　⑭
（⑤÷①×100）
	
	
	
	


注）１　①の計算中、(②＋③×0.5)×④÷100の計算結果は、小数点以下は切り捨ててください。
    ２  ⑭は小数点以下第３位を四捨五入した数値を記入してください。
　　３　障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第７項に規定する事業主にあっては、公共職業安定所に提出した直近の６月１日現在の「障害者雇用状況報告書」写しを添付してください。
　　４　新規申請の場合は別紙２「誓約書」も添付してください。

	入札参加資格者登録番号
	
	
	担当者
	

	連絡先
	TEL
	

	
	FAX
	


※個人情報は、本審査の目的にのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。　

様式第２号
　　　障害者雇用促進企業登録申請書（もにす認定企業）　　NO.　　　　　
                                                  　　　令和　　年　　月　　日
  佐賀県知事　　　様
                                     所在地
                                     商号又は名称
                                     代表者名                          
                                        TEL.
                                        FAX.
　佐賀県の障害者就労施設等からの優先調達に関する要綱第３条第１項第１号の規定に基づき、次のとおり申請します。
  なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
  また、同要綱第５条の規定による名簿の公表については異議ありません。
	佐賀県内の支店等の名称及び所在地
（一つ記入してください。）
※県内に本店を置く事業者の方は記入の必要はありません。
	名称
	

	
	所在地
	

	
	連絡先
	TEL
	

	
	
	FAX
	

	会社概要

	営業内容
	

	
	創業
	                           　　　年

	
	資本額・出資総額
	         　　              　　千円

	
	常用労働者数
	　　　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　　

（うち佐賀県内支店等従業員数　　　　　人）

	
	直前決算の売上高
	                           千円

	認定年月日
	　　　　　年　　　月　　　日

	登録を希望する業種及び内容
（別紙１の「業種分類表」から一つ選んで記入してください。）
	業種
	分類番号


	営業種目



	
	業務の内容
(取扱ﾒｰｶｰ､取扱製品名等でき
るだけ具体的に記入してください｡
別紙でも構いません｡)
	


注）１　「障害者雇用優良中小事業主基準適合事業主認定通知書」の写しを添付してください。

	入札参加資格者登録番号
	
	
	担当者
	


　
※個人情報は、本審査の目的にのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。　
様式第３号
　　　　　　　　障害者就労施設等支援企業登録申請書　　　　　NO.　　　　　　
                                                  　　　令和　　年　　月　　日
  佐賀県知事　　　様
                                     所在地
                                     商号又は名称
                                     代表者名                          
                                        TEL.
                                        FAX.
　佐賀県の障害者就労施設等からの優先調達に関する要綱第３条第１項第２号の規定に基づき、次のとおり申請します。
  なお、この申請書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
  また、同要綱第５条の規定による名簿の公表については異議ありません。
	佐賀県内の支店等の名称及び所在地
（一つ記入してください。）
※県内に本店を置く事業者の方は記入の必要はありません。
	名称
	

	
	所在地
	

	
	連絡先
	TEL
	

	
	
	FAX
	

	会社概要

	営業内容
	

	
	創業
	                           　　　年

	
	資本額・出資総額
	         　　              　　千円


	
	常用労働者数
	　　　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　　

（うち佐賀県内支店等従業員数　　　　　人）

	
	直前決算の売上高
	                           千円

	過去１年間の障害者就労施設等との取引状況
（欄が不足する場合は別紙とし
てください。）
	障害者就労施設等名
	
	

	
	取引の内容
	
	

	
	取引額
	           千円
	         　  千円

	
	取引開始年
	             年
	       　    　年

	登録を希望する業種及び内容
（別紙１の「業種分類表」から一つ選んで記入してください。）
	業種
	分類番号


	営業種目



	
	業務の内容
(取扱ﾒｰｶｰ､取扱製品名等でき
るだけ具体的に記入してください｡
別紙でも構いません｡)
	


※新規申請の場合は別紙２「誓約書」も添付してください。

	入札参加資格者登録番号
	
	
	担当者
	


　
※個人情報は、本審査の目的にのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。　
●障害者雇用促進企業登録申請にあたっての留意事項
◇「佐賀県内の支店等の名称及び所在地」
  　 県外に本店をおかれている事業者の方は、県内にある支店等を１箇所 記入してください。
     （県内に本店をおかれている事業者の方は、記入の必要はありません。）
◇「登録業種」
   登録を受けようとする業種を１つだけ記入してください。【物品調達に係る業種（分類番号1～31）の申請については、入札参加資格申請の際、第１順位で希望された業種を記入してください。】
 「分類番号」及び「営業種目」は、別紙の「業種分類表」から選んでください。
◆障害者雇用率計算
１　「常用雇用」労働者とは、雇用契約の形式如何を問わず、１週間の所定労働時間が２０時間以上の労働者であって、次の①～④のように１年以上継続して雇用される者（見込みを含みます）をいいます。なお、１週間の所定労働時間が２０時間未満の方については、障害者雇用率制度上の常用雇用労働者の範囲内には含まれません。
1 　雇用期間の定めのない労働者
2 　１年を超える雇用期間を定めて雇用されている者
3  一定期間（１ヶ月、６ヶ月等）を定めて雇用される者であり、かつ、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている者、又は雇入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者（1年以下の期間を定めて雇用される場合であっても、更新の可能性がある限り、該当します）
  ④　日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されている者であり、かつ、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている者又は雇入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者（上記ハ同様）
　　　※　なお、「雇入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者」は、次の（イ）
又は（ロ）のいずれかに該当するものをいいます。
（1） 雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されている場合
但し、更新回数等の上限が併せて明示されていることにより、1年を超えて雇用されないことが明らかな場合はこの限りではありません。（（ロ）に該当する実態にある場合を除きます。）
　　　　（ロ）雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新されない旨が明示されている場合又は更新の有無が明示されていない場合であって、類似する形態で雇用されている他の労働者が１年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
    ○「出向中」の労働者は、原則として、その者が生計維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主の労働者として取り扱います。なお、当該必要な主たる賃金を受ける事業主についての判断が困難な場合は、雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱って差し支えありません。
　　○「休業中」の労働者（育児休業等含む。）は、現実かつ具体的な労務の提供がなく、そのため給与の支払いを受けていない場合もありますが、事業主との労働契約関係は維持されているので、常用雇用労働者に含まれます。
    ○ 外国にある支社、支店、出張所等に勤務している労働者は、県内の事業所から派遣されている場合に限り、その事業主の雇用する労働者とします。
        したがって、現地で採用している労働者は含みません。
    ○いわゆるパートタイム労働者や生命保険会社の外務員等については、雇用保険の被保険者として取り扱われているかどうかによって判断してください。
    ○いわゆる登録型の派遣労働者の場合、契約期間の多少の日数の隔たりがあっても、同一の派遣元事業主と雇用契約を更新又は再契約して引き続き雇用されることが常態となっている場合には、常用労働者に含まれる場合があります。詳細は公共職業安定所にお問い合わせください。
２  「短時間雇用」労働者とは、常用雇用労働者のうち、１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満以下である者をいいます。
３　「特定短時間」労働者とは、短時間労働者のうち、１週間の所定労働時間が１０時間以上２０時間未満である者をいいます。障害者雇用率の算定にあたり、分母である常用雇用労働者数の範囲に特定短時間労働者は含まれませんが、分子である常用雇用障害者として、別表1の「重度身体障害者」、「重度知的障害者」、「精神障害者」である特定短時間労働者がその範囲に含まれます（就労継続支援A型の利用者は除きます）

４  「障害者」  別表１「障害の区分」の各区分に定める要件に該当する者とします。
５　「除外率」については、別表２「除外率一覧表」に該当する場合に、該当する業種の除外率を
記入してください。
     該当しない場合は「０」と記入してください。

●障害者雇用促進企業（もにす認定企業）登録申請にあたっての留意事項
◇「佐賀県内の支店等の名称及び所在地」
  　 県外に本店をおかれている事業者の方は、県内にある支店等を１箇所 記入してください。
 【物品調達に係る業種（分類番号1～31）の申請については、入札参加資格申請の際、第１順位で

希望された業種を記入してください。】
◇「登録を希望する業種及び内容」
   登録を受けようとする業種を１つだけ記入してください。【物品調達に係る業種（分類番号1～31）の申請については、入札参加資格申請の際、第１順位で希望された業種を記入してください。】
 「分類番号」及び「営業種目」は、別紙の「業種分類表」から選んでください。
     「業務の内容」については、見積等の参考としますので、業務の内容、取扱メーカー、取扱製品等をできるだけ具体的に記入してください。
●障害者就労施設等支援企業登録申請にあたっての留意事項
◇「佐賀県内の支店等の名称及び所在地」
  　 県外に本店をおかれている事業者の方は、県内にある支店等を１箇所 記入してください。
 【物品調達に係る業種（分類番号1～31）の申請については、入札参加資格申請の際、第１順位で

希望された業種を記入してください。】
◇「登録を希望する業種及び内容」
   登録を受けようとする業種を１つだけ記入してください。【物品調達に係る業種（分類番号1～31）の申請については、入札参加資格申請の際、第１順位で希望された業種を記入してください。】
 「分類番号」及び「営業種目」は、別紙の「業種分類表」から選んでください。
     「業務の内容」については、見積等の参考としますので、業務の内容、取扱メーカー、取扱製品等をできるだけ具体的に記入してください。
　別表１　障害の区分

	
	　障害の区分
	       　　 　      要　　　　　　件
	

	
	　身体障害者
	原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が１級
	

	
	
	から６級に該当する者及び７級に該当する障害が２以上重複している者
	

	
	
	  重　　度
	身体障害者のうち１級又は２級の者及び３級に該当する障害を２以上重複して有すること等によって２級に相当する障害を有する者
	

	
	　知的障害者
	○療育手帳の所持者
	

	
	
	○児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神
	

	
	
	　保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第１９条の障害者
	

	
	
	　職業センターにより知的障害者と判定された者
	

	
	
	
	○療育手帳で程度が「Ａ」とされている者
	

	
	
	
	○児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神
	

	
	
	
	　保健指定医による療育手帳の「Ａ」に相当する程度（特別障害者控除
	

	
	
	
	　等を受けられる程度等）とする判定書をもらっている者
	

	
	
	  重　　度
	○障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定された者
	

	
	
	
	※これまでに、重度障害者介助等助成金の受給、特定求職者雇用開発
	

	
	
	
	　助成金の受給、職場適応訓練の実施にあたって、「知的障害の程度
	

	
	
	
	が重い」とされた方については、「重度知的障害者」としての取扱いが
	

	
	
	
	できる場合があります。詳細は管轄の公共職業安定所にお問い合わせ
	

	
	
	
	ください。
	

	
	  　精神障害者
	精神障害者保健福祉手帳の所持者
	

	
	
	※障害者納付金制度に基づく助成金や特定求職者雇用開発助成金の受給対
	

	
	
	象者等）については、精神障害者として取扱いができる場合がありま
	

	
	
	す。詳細は公共職業安定所等に御相談ください。
	


別表２　除外率一覧表 （「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」附則第一条の三）
	除　外　率　設　定　業　種
	除　外　率

	非鉄金属第一次製錬・精製業
貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。）
	百分の五

	建設業
鉄鋼業
道路貨物運送業
郵便業（信書便事業を含む。）
	百分の十

	港湾運送業
警備業
	百分の十五

	鉄道業
医療業
介護老人保健施設
介護医療院
高等教育機関
	百分の二十

	林業（狩猟業を除く。）
	百分の二十五

	金属鉱業
児童福祉事業
	百分の三十

	特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。）
	百分の三十五

	石炭・亜炭鉱業
	百分の四十

	道路旅客運送業
小学校
	百分の四十五

	幼稚園

幼保連携型認定こども園
	百分の五十

	船員等による船舶運航等の事業
	百分の七十

	備考　


